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港湾行政マネジメントの基本的枠組み（案）
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1) 国土交通省における政策のマネジメントサイクル

国土交通省では、NPMの考えに基づく「政策のマネジメントサイクル」の確立、成果重視
の行政運営への転換を進めている。

計画・目標等の設定①
（社会資本整備重点計画、
港湾計画等）

予算の決定③

施策・実施事業選定②
(新規事業採択時評価・再評
価)

事業・施策の実施④

施策改善・予算等の検
討･フィードバック⑧

PLANPLAN

DODO

SEESEE

公表 公表

ACTION

CHECK

■政策のマネジメントサイクル

政策ﾁｪｯｸｱｯﾌﾟ(業績測定)⑤

政策レビュー⑥

事業評価
(再評価・事後評価)⑦

■現状の課題

3.CheckからAction、さらにPlanへ

のフィードバックが十分か？

2.効率的な行政運営、現場の改革

に資する指標や業績評価が実現し
ているか？

1.行政活動による成果をわかり易く

国民に説明しているか？

■問題点の解決へ

NPMの考えに基づく「港湾行政マネ

ジメントサイクル」の確立を目指す。
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2) 港湾行政マネジメントの基本方針

民間の経営手法を公的部門に応用した新たなマネジメント手法であるNPM（New Public 
Management）の４つのコンセプトに基づき、港湾行政マネジメントの基本方針を決定。

1.1.港湾ユーザーならびに最終顧客である港湾ユーザーならびに最終顧客である国民に対する行政の説明責任（ｱｶｳﾝﾀﾋﾞﾘﾃｨ）の徹底国民に対する行政の説明責任（ｱｶｳﾝﾀﾋﾞﾘﾃｨ）の徹底

～～国民的視点に立った成果重視の港湾行政への転換～
2.2.国民本位の効率的で質の高い国民本位の効率的で質の高い港湾港湾行政行政マネジメントマネジメントの実現の実現

～～現場における港湾行政マネジメント改革～

■港湾行政マネジメントの“基本方針”

■NPMの“4つのコンセプト”

1.1.成果主義成果主義 使命、政策目標の実現に繋がるアウトカム指標および目標値の設定、アウトカムに基
づく評価、および評価結果の予算への反映というサイクルの確立を目指す。

2.2.顧客主義顧客主義 国民を「最終顧客」、港湾ユーザーを「中間顧客」として捉え、顧客のニーズを反映した
アウトカム指標の作成と、行政活動に関するサービスの質とアカウンタビリティの向上を目指す。

3.3.競争原理競争原理 関係主体ごとにベンチマーキングを行い、競争原理による“やる気”の向上を目指す。

4.4.現場主義現場主義 現場の創意工夫を活かし、組織の活性化や自律的進化を目指す。
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計画・目標等の設定①⑨
（社会資本整備重点計画、港湾計画等）

予算の決定③

施策・実施事業選定②
(新規事業採択時評価・再評価)

事業・施策の実施④

施策改善・予算等の検討･フィードバック

⑧⑫

PLAN

DO

SEE

公表
公表

政策ﾁｪｯｸｱｯﾌﾟ(業績測定)⑤
政策レビュー⑥
事業評価(再評価・事後評価)⑦

マネジメント評価⑪

ACTION

CHECK

現場におけるマネジメント

改革⑩

①計画目標等の設定
②施策・実施事業選定
③予算の決定
④事業・施策の実施
⑤業績測定
⑥政策レビュー
⑦事業評価
⑧施策改善・予算等の検討

導入済みプロセス

⑨国民・ユーザーの視点に立った指
標および現場のマネジメント改革
に資する指標の整備(アウトカム
指標)

⑩現場におけるマネジメント改革
(日々の改善)

⑪マネジメント評価
⑫組織・予算・人事等へのフィード

バック

新たな導入プロセス

3）港湾行政のマネジメントサイクル

■港湾行政マネジメントサイクル

国民に対する説明責任（ｱｶｳﾝﾀﾋﾞﾘﾃｨ）の徹底や、効率的で質の高い行政を実現するた
め、より国民・ユーザーの視点に立ったアウトカム指標などを導入し、港湾行政マネジメン
トサイクルの実現を目指す。
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港湾管理者港湾管理者

港湾の利用者港湾の利用者
（（物流事業者物流事業者、、

荷主荷主等）等）

関係行政機関関係行政機関
（（通関通関、、検疫、検疫、
入管、海保等入管、海保等））

国国
（（国土交通省国土交通省港湾局、港湾局、

地方整備局等）地方整備局等）

国国 民民
（エンドユーザー、（エンドユーザー、

納税者納税者等等））

地域住民地域住民
（居住者、（居住者、
漁業者漁業者等等））

第１段階 ■国の港湾行政マネジメント

第２段階
■国と港湾管理者が連携した

港湾行政マネジメントのイメージ

港湾の利用者港湾の利用者
（（物流事業者物流事業者、、

荷主荷主等）等）

関係行政機関関係行政機関
（（通関通関、、検疫、検疫、
入管、海保等入管、海保等））

国国 民民
（エンドユーザー、（エンドユーザー、

納税者納税者等等））

地域住民地域住民
（居住者、（居住者、
漁業者漁業者等等））

連連 携携

マネジメントマネジメント
主体主体

マネジメント主体マネジメント主体

4) 港湾行政マネジメントの関係主体

港湾管理者港湾管理者

港湾の利用者港湾の利用者
（（物流事業者物流事業者、、

荷主荷主等）等）

関係行政機関関係行政機関
（（通関通関、、検疫、検疫、
入管、海保等入管、海保等））

国国
（（国土交通省国土交通省港湾局、港湾局、

地方整備局等）地方整備局等）

地域住民地域住民
（居住者、（居住者、
漁業者漁業者等等））

第３段階
■ポートコミュニティ（港湾・地域共同体）

で取り組む港湾行政マネジメントの
イメージ

ポートコミュニティポートコミュニティ
（港湾・地域共同体）（港湾・地域共同体）港湾管理者港湾管理者

国国
（（国土交通省国土交通省港湾局、港湾局、

地方整備局等）地方整備局等）

国国 民民
（エンドユーザー、納税者（エンドユーザー、納税者等等））

港湾行政マネジメントでは、国、港湾管理者、港湾ユーザー、関係機関、地域住民など港
湾の日々の活動に関わる関係主体の集まりであるポートコミュニティ（港湾・地域共同体）
が一体となって、港湾活動のパフォーマンス向上を目指す。
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5) 多重ループで形成される港湾行政マネジメントサイクル

港湾行政マネジメントでは、事業執行部門の短期的な視点での経常的なマネジメントサイ
クルと、より広域的な視点・中長期的な視点で成果の進捗や施策の動向をチェックする戦
略的な港湾行政マネジメントサイクルという多重ループのマネジメントを進める。

PLANPLAN

DODO

SEESEE

SEESEE PLANPLAN

DODO
業務の実施
現場におけるマネジメント改革

施策・事業の実施

現場におけるマネジメント改革

業務の改善、予算等の検討
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ評価の実施

計画・目標等の設定

施策・業務の改善、予算等の検討

マネジメント評価の実施
計画・目標等の設定

企画立案部門の戦略的なマネジメントサイクル

事業執行部門の経常的なマネジメントサイクル

PLANPLAN

DODO

SEESEE

SEESEE PLANPLAN

DODO
業務の実施
現場におけるマネジメント改革

施策・事業の実施

現場におけるマネジメント改革

業務の改善、予算等の検討
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ評価の実施

計画・目標等の設定

施策・業務の改善、予算等の検討

マネジメント評価の実施
計画・目標等の設定

短期的なマネジメントサイクル

広域的・中長期的なマネジメントサイクル

■ 戦略的なサイクルと経常的なサイクル ■ 中長期的なサイクルと短期的なサイクル
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（参考） 港湾行政マネジメントサイクルの階層構造

施策・事業の実施④

PLANPLAN

DODO

SEESEE

公

表

現場におけるマネジメント改革⑩

国・地方ブロック（国・地方ブロック（企画立案部門の戦略的なマネジメントサイクル企画立案部門の戦略的なマネジメントサイクル））

計画・目標等の設定① ⑨
・社会資本整備重点計画、港湾計画等
・ 国民・ユーザーの視点に立った指標および現場のマネジメント改

革に資する指標の整備（アウトカム指標）

予算の決定③

施策・実施事業選定②(新規事業採択時評価・再評価)

・ 国民・ユーザーの視点に立った指標および現場のマネジメント改
革に資する指標の整備（共通指標）

施策改善・予算等の検討⑧

ACTIONACTION

CHECKCHECK
政策ﾁｪｯｸｱｯﾌﾟ(業績測定)⑤、政策レビュー⑥
事業評価(再評価・事後評価)⑦

組織・予算・人事等へのフィードバック⑫

マネジメント評価⑪

公

表

事業執行部門の経常的なﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｲｸﾙ事業執行部門の経常的なﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｲｸﾙ 事業執行部門の経常的なﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｲｸﾙ事業執行部門の経常的なﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｲｸﾙ

公表

SEESEE
・予算等のﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ
・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ評価

DODO

公表

・現場におけるマネジメント改革

計画セクション計画セクション 施工セクション施工セクション 供用セクション供用セクション

■ 港湾行政マネジメントサイクルの階層構造図

計画・目標等の設定
・独自指標の整備

PLANPLAN

公表

SEESEE
・予算等のﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ
・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ評価

DODO

公表

・現場におけるマネジメント改革

計画セクション計画セクション 施工セクション施工セクション 供用セクション供用セクション

計画・目標等の設定
・独自指標の整備

PLANPLAN
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6) 港湾行政マネジメントの年次サイクル

港湾行政マネジメントは、1年を1サイクルと考え、年初に目標値をたてて「年次実行プラン（仮称）」で
公表し、年度末～次年度にかけて、指標の進捗状況等に関する評価・分析を行い「年次成果レポー
ト（仮称）」で公表。次年度の企画立案等にフィードバックを行う。

Ｔ年度（開始年度）Ｔ年度（開始年度） ＴＴ+1 +1 年度年度

実施

評価 分析

公表
「年次実行
ﾌﾟﾗﾝ（仮）」

ＴＴ+2 +2 年度年度

SEESEE
ACTIONACTION

CHECKCHECK

PLANPLAN

DODO

PLANPLAN

DODO

目標値 目標値

実施

T+1年度

予算概算要求

T+1年度

予算決定

T+2年度

予算概算要求

T+2年度

予算決定

T+3年度

予算概算要求

成果

評価 分析

SEESEE
ACTIONACTION

CHECKCHECK

成果

PLANPLAN

目標値

DODO
実施

公表
「年次成果
ﾚﾎﾟｰﾄ（仮）」

公表
「年次成果
ﾚﾎﾟｰﾄ（仮）」

課題 公表
「年次実行
ﾌﾟﾗﾝ（仮）」

公表
「年次実行
ﾌﾟﾗﾝ（仮）」

課題 課題
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7) 港湾行政マネジメントの確立に向けて

■■ 今後も継続的に取り組むべき課題等今後も継続的に取り組むべき課題等

（１）現場における港湾行政マネジメント改革（１）現場における港湾行政マネジメント改革
①現場における課題・施策・指標の検討

・現地において課題、要請、改善のための施策やその成果を計測するための独自の指標などを検討。現地の執行部門
における問題意識、共通認識を高める。

②港湾や執行部門特有の課題に対応した独自指標の検討
・個々の職員による検討、日々の業務改善

③指標に関わる作業と執行部門等におけるモチベーションの向上
・単なる資料作成、指標のフォローアップにとどまらない港湾行政マネジメントのシステム形成。

（２）国民的視点にたった港湾行政への転換（２）国民的視点にたった港湾行政への転換
①港湾に関わる効用と国民の認識

・共通指標についても、今後ともより一層国民が認識できる効用と指標とのギャップを埋める工夫が必要。
・CS調査などによる利用者や国民の満足度計測についても検討が必要。

②指標フォローアップに向けた効率化の推進
・ITを活用したデータ取得体制などについても検討を行い、より国民的な視点にたった指標づくりや、成果チェックの速報
性などに努めることが必要。
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（３）港湾行政マネジメントサイクルの確立に向けて（３）港湾行政マネジメントサイクルの確立に向けて
①ポートコミュニティ（港湾・地域共同体）によるマネジメントを目指した取り組み

・国を中心としたマネジメントから港湾管理者と連携したマネジメント、さらに将来的には港湾ユーザー、関係機関などの
ポートコミュニティ（港湾・地域共同体）によるマネジメントへ発展。

・ポートコミュニティレベルでのマネジメントでは、関係者における責任の所在が不明確になる恐れもあり留意が必要。各主
体毎に、単独で実施可能な事項、協力してやるべき事項などを検討していく必要あり。

②港湾の全分野における取り組み
・港湾に関わる物流機能だけにとどまらず、安全や環境などの他の分野、さらには港湾全体に関わるマネジメントへの取り
組みが必要。

■ 港湾行政マネジメントの進め方

国国国

分野
主体

分野分野
主体主体

ﾎﾟｰﾄｺﾐｭﾆﾃｨ
（港湾・地域共同体）

ﾎﾟｰﾄｺﾐｭﾆﾃｨﾎﾟｰﾄｺﾐｭﾆﾃｨ
（港湾・地域共同体）（港湾・地域共同体）

港湾管理者港湾管理者港湾管理者

物 流物物 流流 安 全 等安安 全全 等等 総 合総総 合合

「物流」からスタートし、他分野まで拡大する。

「
国
」
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、

ポ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ま
で
拡
大
。
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（参考）港湾行政マネジメントの導入イメージ（案）

平成平成1818年度年度平成平成1717年度年度平成平成1616年度年度

SEE ACTION

CHECK

【年次成果
レポート（仮

称）】

港
湾
行
政
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
サ
イ
ク
ル

DO DO⑩現場におけるﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ改革（試行） ⑩現場におけるﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ改革

③予算の決定

②施策・実施
事業選定

PLAN

DO ④事業・施策の実施 ④事業・施策の実施

①計画・目標
等の設定

⑤政策ﾁｪｯｸｱｯﾌﾟ
⑥政策ﾚﾋﾞｭｰ
⑦事業評価

⑧施策改善・予
算等の検討・ﾌｨｰ
ﾄﾞﾊﾞｯｸ

ACTION

CHECK

③予算の決定

②施策・実施事業選定

PLAN

公表③予算の決定

②施策・実施事業選定

PLAN

【年次実行
プラン（仮称）】

公表

⑤政策チェックアップ
⑥政策レビュー
⑦事業評価

⑧施策改善・予算等の
検討・ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

公表

【年次実行
プラン（仮称）】

① ⑨計画・目標等の

設定

⑪ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ評価（試行）

⑫組織・予算・人事等
へのﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ（試行）

・「安全」等、他分野のマネジメントの検討
・「物流」分野におけるマネジメントのフォローアップ

SEE

・「物流」分野のマネジメントの試行・「物流」分野のマネジメントの試行
・「物流」分野のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの本格導入・「物流」分野のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの本格導入

・「安全」等、他分野のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの試行・「安全」等、他分野のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの試行

本
研
究
会
に

・マネジメントの基本的な枠組みの構築
・「物流」分野のマネジメントの検討

・高度化へ向けた検討

公表

【提言】

公表

お
け
る
検
討

・国民・ユーザーの視
点に立った指標およ
び現場のマネジメント
改革に資する指標の
整備（試行）

① ⑨計画・目標等の

設定

・国民・ユーザーの視点
に立った指標および現
場のマネジメント改革に
資する指標の整備
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EXCEL添付

6) 使命および目標等の明確化　（港湾行政の戦略プラン）

港湾行政の使命
　  1.生き生きとした暮らし
　　2.活力ある経済社会
　　3.日々の安全
　　4.美しく良好な環境
　　5.多様性ある地域

国土交通省の使命
人々の生き生きとした暮らしと、これ
を支える活力ある経済社会、日々
の安全、美しく良好な環境、多様性
ある地域を実現するためのハード・
ソフトの基盤を形成すること。

国土交通省の使
命を実現するため

1.活力
国際競争力の強化と国民生活の質の向
上に資する海上輸送サービスの確保・産
業空間の形成

1.国際海上
コンテナ輸
送の進展
に対応した
物流ネット
ワークの形
成

2.産業競
争力を強
化する多
目的国際
ターミナル
の拠点的
再配置

3.複合一
貫輸送等
に対応した
国内海上
輸送ネット
ワークの
形成

4.港湾及
び航路に
おける安
全と海上
輸送にお
ける信頼
性の確保

3.環境
循環型社会の構築など環境問題への対応

1.港湾を拠
点とする広
域的な静
脈物流シ
ステムの構
築

2.港湾、
海域にお
ける良好
な環境の
形成

3.良好
な海洋
環境の
形成

4.廃棄
物処理
対策の
推進

2.安全
安全で安心な地域づくり

1.地震時
等災害時
における
物流及び
臨海部防
災拠点機
能の確保

2.海上
レクリ
エーショ
ン活動
等の安
全性の
確保

3.港湾に
おけるテ
ロ等に備
えた保安
レベルの
向上

4.暮らし
みなとまちづくりの推進

2.港湾空
間におけ
る良好な
環境の実
現

効率性・透明性
効率的で透明性の高い行政の実現

　1.効率的・効果的な行政運営
　　①運営手続きの簡素化・迅速化
　　②コスト等縮減への対策
　2.国民に開かれた行政運営
　　①行政情報等の公開
　　②PIの実施

国際海
上コン
テナ
ターミ
ナルの
整備

情報
化、24
時間フ
ルオー
プン化
の推進

多目的
国際
ターミ
ナルの
整備

複合一
貫内貿
ターミ
ナルの
整備

臨港交
通施設
の整備

国際幹
線航路
の整備

総合静
脈物流
拠点港
（リサイ
クル
ポート）
の形成

静脈物
流ネッ
トワー
クの構
築

干潟等
の保
全・再
生・創
造の推
進

湾内
海洋
環境
の形
成

廃棄
物海
面処
分場
の整
備

広域廃
棄物処
分場
（フェ
ニック
ス）の
整備

スー
パー
フェ
ニック
ス事業
の推進

耐震強
化岸壁
等の整
備

プレ
ジャー
ボート
の係
留・保
管対策
の推進

沈廃船
処理対
策の推
進

港湾施
設の保
安対策

港湾施
設のバ
リアフ
リー化
の推進

みなと
まちづ
くりの
推進

港湾緑
地の整
備

1.地域交
流拠点と
してのみ
なとまち
づくりの
推進

国土交通省の基本的な目標
1.自立した個人の生き生きとした暮らしの実現（多様性と自由な選択）
2.競争力のある経済社会の維持・発展（国際競争力と時代潮流）
3.安全の確保（情報共有と国民の主体的行動）
4.美しく良好な環境の保全と創造（地球環境と美しい日本）
5.多様性ある地域の形成（個性と自立）

使
　
命

目
　
標

施
　
策

事
　
業

資料）「社会資本整備重点計画」、「国土交通省の使命、目標、仕事の進め方(H13.1)」などより作成

の実現

6

（参考）港湾行政の使命及び政策目標等の明確化


